
博士論文の全文を公表することができない理由書

奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科長　殿

　私は、博士学位を授与された後、「博士学位論文」を奈良女子大学学術情報リポジトリにて公表することについて、以下の事由により、その内容を要約したものに代えることを申請します。
　なお、この申請が認められ、学位を授与されてから１年ごとに再申請しなかった場合には、本学学術情報リポジトリに博士学位論文の全文が公表されることに同意します。

　□　博士論文が、立体形状による表現を含む等の理由により、インターネットの利用により公表することができない内容を含む。
　　　（理由を具体的に記入すること）



　□　博士論文が、著作権保護、個人情報保護等の理由により、博士の学位を授与された日から一定の期間、インターネットの利用により公表できない内容を含む。
　　　（理由を具体的に記入すること）



　□　出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、特許の申請等との関係で、インターネットの利用による博士論文の全文の公表により、明らかな不利益が、博士の学位を授与された日から一定期間生じる。
　　　（理由を具体的に記入すること）



　□　その他、インターネットによる公表ができない特別な事由がある。
　　　（具体的に記入すること）



　　一定の期間、インターネットによる公表ができない場合における公開可能日
　　　□　　　　　年　　　月以降
　　　□公開可能日は特定できない

　　　　令和　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　

注意
１．本学学位規程第４条第1項（課程博士）による学位申請者は、主任指導教員の確認を受けて提出すること。
２．全文を公表できないやむを得ない事由があると認められた場合は、指定する期日までに、公表する学位論文要約の電子データを作成し、提出すること。
３．全文を公表できないやむを得ない事由があると認められた後、その事由が消滅しない場合には、学位授与後１年ごとに、この理由書を学務課大学院係に提出（主任指導教員の確認は不要）すること。提出がなかった場合には、本学の学術情報リポジトリを通じて博士論文の全文を公表することとなるので注意すること。
４．全文を公表できないやむを得ない事由があっても、博士論文の電子データは、大学院学位記授与式当日までに学務課大学院係に提出すること。
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